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 福岡町芸術文化協会規約 
 

（名称及び所在地） 

第１条 この会は、福岡町芸術文化協会といい、その事務所を理事会の定める 

  ところに置く。 

 

  （目的） 

第２条  この会は、会員の調和ある芸術文化活動の推進を図り、それにより福 

岡町における芸術文化の振興と普及に寄与することを目的とする。 

 

  （事業） 

 第３条  この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

  (1) 会員相互の交流と親睦に関する事。 

  (2) 会員の活動発表の場の提供事業及び後援。 

  (3) 本会の普及・広報活動に関する事。 

  (4) 他の芸術文化団体等との交流に関する事。 

  (5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。 

 
  （会員） 

 第４条  この会の会員は、次のとおりとする。 

  (1) 正 会 員  この会の目的に賛同し加盟する団体（以下、「加盟団体」と称 

する）に所属するすべての個人。 

  (2) 個人会員  この会の目的に賛同し加入する個人。 

  (3) 賛助会員  この会の目的に賛同し賛助する個人及び団体又は法人。 

 ２  この会の会員になろうとするときは、会長にその旨を申し出て、理事会の承 

認を受けなければならない。 

 

  （責務及び会費） 
 第５条  この会の加盟団体及び会員は、この会の会務遂行に協力すると共に、理

事会が定める会費を納入しなければならない。 
 
  （役員） 
 第６条  この会に、次の役員を置く。 
  (1) 会  長 １ 名  この会を代表し、この会の運営を総理する。 
  (2) 副 会 長 ２ 名  会長を補佐し、必要な場合はその職務を代行すると 

共に、各々芸能委員会と芸術委員会を総括する。 
 (3) 理 事 長 １ 名  この会の企画運営に当たり、事務局を統括する。 

  (4) 理  事 若干名  理事会を構成しこの会の企画運営について審議する 
と共に、この会の運営に当たる。 
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  (5) 監  事 ２ 名  この会の会計を監査し、その状況を総会に報告する。 
  

（役員の選任） 

第７条  この会の役員は、次のとおり選任する。 

 (1) 会長、副会長及び監事は、正会員の中から理事会で選出し、総会の承認を 

受ける。 

 (2) 理事長は、理事の互選により選出する。 

 (3) 理事は、正会員の中から芸術及び芸能委員会が選出し、会長が任命する。 

 
 （役員の任期） 
第８条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。補欠又は増員により選任された 

役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 
 
 （顧問） 
第９条 この会に顧問を置くことができる。 
２ 顧問は、この会の重要事項について、会長の諮問に応じる。 
３ 顧問は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。 
 
 （総会） 

第１０条 総会は、年１回６月までに会長が招集する。 

２ 会長は、必要と認めたときは、臨時の総会を招集することができる。 

３ 総会は、加盟団体から選出された代議員及び役員をもって構成する。 

４ 総会の議長は、総会の出席代議員の中から選任する。 

５ 代議員の選定基準は、理事会において決定する。 

６ 総会は、次の事項を審議し承認権を行使する。 

 (1) 会則の変更に係る事項 

 (2) 会長、副会長、監事の任命に関する事項 

 (3) 事業報告及び収支決算 

 (4) 事業計画及び収支予算 

 (5) その他、理事会が承認を付託した事項 

７ 総会は、出席代議員の過半数をもって承認と認める。 

 
 （理事会） 
第１１条 理事会は、次の場合に、会長が招集する。 
 (1) 会長が、理事会の開催を必要と認めた場合。 

 (2) 理事の三分の一以上の開催要求があった場合。 

 
２ 理事会は、会長、副会長及び理事によって構成される。 
３ 理事会は、構成員の過半数をもって成立し、出席者の過半数をもって決定する。 
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  （委員会） 

第１２条 この会の目的を達成するため、次の委員会を組織する。 

  (1) 芸能委員会  芸能分野の副会長及び理事並びに各加盟団体から推薦され

た委員によって構成され、この会の芸能事業の実施に当たる。 

  (2) 芸術委員会  芸術分野の副会長及び理事並びに各加盟団体から推薦され

た委員によって構成され、この会の芸術事業の実施に当たる。 

  (3) 広報委員会  委員長及び委員長が正会員の中から選出した委員若干名で

構成され、この会の広報事業の実施に当たる。委員長は、会長

が理事会の承認を得て、理事の中から選任する。 
 ２ 前項第１号及び第２号の委員会に副委員長を置く。副委員長は委員会において

理事の中から選出される。 

 ３ 会長が、事業を実施するために必要と認めた場合、理事会の承認を得て、理事

の中から委員長を指名し臨時の委員会を設置する事が出来る。委員長は委員を正

会員の中から選出し、その事業の実施に当たる。 

 
  （会計） 
 第１３条 この会の会計は、会費、寄付金、助成金及びその他の収入よりなる。 
 ２ この会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。 
 
  （事務局） 
 第１４条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。 
 ２ 事務局に、理事長が委嘱する事務局員若干名を置く。 
 
 
   附則 
 １．この規約は、平成１４年４月 １日から施行する。 
 ２．この規約は、平成１８年４月２７日から施行する。 
 ３．この規約は、平成１９年４月２６日から施行する。 
 ４、この規約は、平成２７年４月２３日から施行する。 
 


